
結婚

ともに29歳以下の夫婦が、新築住宅の

取得やリフォーム等を実施する場合の費
用の一部を助成します。

●若年世帯住まい応援事業

39歳以下の新婚世帯の住宅賃借費用や
引っ越し費用等の一部を助成します。
（所得制限あり）

●結婚新生活支援事業

一般社団法人あきた結婚支援センター
への入会を希望する方に対して、入会
登録料を全額助成します。

●結婚支援センター入会登録料
助成

不妊・不育症に係る費用の自己負担分
を30万円まで助成します。

●不妊治療費助成事業

健康診査に係る費用を一部または全部
助成します。

●妊産婦健康診査

健康診査に係る費用を全部助成します。

●妊婦歯科健康診査

すべての妊産婦、子育て世帯、こどもを
対象に相談を受け、必要な支援へつなげま
す。

●こども家庭センター

出産子育て支援のため定額給付と伴走型
相談支援を行います。

●妊婦のための支援給付金事業

妊婦さんが楽しく交流できる場を提供
します。

●プレママデー

お子さんの誕生を祝福し、子育てを支援
するため、出産祝金として「横手市共通商
品券」を支給します。

●出産祝金支給事業

妊娠中又は出産後から乳幼児が２歳に達
するまでの家事代行サービス利用料を助成
します。

●産前・産後ファミリー応援事業

出産後の母子の心身ケア・育児サポートを行うための「宿泊ケア」
「日帰りケア」に係る利用料の一部を助成します。

●産後ケア事業

医療費の自己負担分を助成します。

●福祉医療費制度（乳幼児及び小中高生）

乳幼児親子の交流の場を提供し、育児相談や助言などの援助を
します。

●地域子育て支援拠点事業

子育ての援助を受けたい人と、援助を行いたい人が登録制の相互
援助活動を行い、子育てをサポートします。

●ファミリー・サポート・センター事業

子育てに関する支援の窓口として、情報提供や相談援助、必要な
子育て支援に繋げます。

●利用者支援事業（子育て応援窓口）

保護者の方々の負担する保育料を全額助成するほか、副食費（お
かず代）を助成します。

●すこやか子育て支援事業

勤務形態の多様化等に伴う一時的な保育需要に対応するため、
施設において児童を保育します。

●一時預かり事業

（延長保育）
保育所の通常保育時間を超えてお子さんを保育所に預けることが

できます。
（病児保育）
保護者がやむを得ず面倒を見ることができない場合、病気の子ども

を一時的に預かる事業です。

●保育支援事業（延長保育・病児保育）

３人以上の子を養育している世帯に対して、未就学期間に病児・
病後児保育事業や一時預かりの利用料を助成します。

●子育てファミリー支援事業

保護者の都合で一時的に18歳未満のお子さんの養育が困難になる
場合に、対象施設に預けることができます。

●子育て短期支援事業（短期宿泊預かり）

●新生児聴覚検査
検査に係る費用を全部助成します。

●定期予防接種事業
定期予防接種に係る費用を全部助成します。

●放課後児童健全育成事
業（学童保育）
保護者が労働等により昼間

家にいない小学生の安心して
生活できる居場所を確保します。

●学校給食費支援事業

食物アレルギーなどの理由に
より横手市学校給食センターの
給食を受けることができない、
または県立もしくは市外の小中
学校に就学している児童生徒へ
給食費相当額の一部又は全部を
補助します。

●福祉医療費制度（ひと
り親家庭の児童・親）
医療費の自己負担分を助成し

ます（所得制限あり）。

●ひとり親家庭支援事業
（高等職業訓練促進等）
ひとり親が、看護師や介護福祉

士等の資格取得のため１年以上
養成機関で修業する場合に、修業
期間中の生活費等を支給します。

●Ｂｉｚサポートよこて
新たに起業しようとする方など

に対し、通信インフラ等の整備
された事務作業スペースを安価で
提供します。また、入居者に対
する起業支援、経営指導などを
行います。

●起業・創業支援事業
新たに起業する個人または法人

に対して、初期投資に係る経費の
一部を助成します。

●奨学金貸付事業
修学の意欲があるにもかかわ

らず経済的理由により修学が困難
な学生を支援するため、一定基準
により奨学資金を貸付します。

●奨学金返還支援事業
奨学金返還の一部を助成します。

●任意予防接種事業
任意予防接種費用を助成します。

妊娠・出産 産後・子育て 小中学校 高校・大学・社会人

ライフステージ別支援一覧（結婚～社会人編）※事業の詳細は、裏面のQRコードか担当課にご確認ください。

●小中学校の学校給食費
無償化
小中学校の児童生徒の学校給

食費を無償とします。

●こども誰でも通園制度
０歳６か月～３歳未満のお子さんが時間単位で保育施設を利用で

きます。

●マタニティクラス
妊婦さんとそのご家族が安心して妊娠か

ら出産までを乗り越え、楽しく育児ができ
るよう開催します。

●赤ちゃんのお風呂の入れ方体
験講座
産まれてくる赤ちゃんを安心してお風呂

に入れるための「練習日」です。



㉙福祉医療費制度（ひとり親
家庭の児童・親）

市民生活部 国保年金課
TEL 0182-35-2186

㉚ひとり親家庭支援事業
（高等職業訓練促進等）

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-35-2133

㉛Bizサポートよこて

㉜起業・創業支援事業

商工観光部 商工労働課
TEL 0182-32-2115

㉝奨学金貸付事業

㉞奨学金返還支援事業

教育指導部 学校教育課
TEL 0182-32-2414

㉟任意予防接種事業

健康福祉部 健康推進課
TEL 0182-33-9600

㉖小中学校の学校給食無償化
㉗学校給食費支援事業

教育指導部 学校給食課
TEL 0182-32-3200

㉘放課後児童健全育成事
（学童保育）

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-35-2133

⑭産後ケア事業

健康福祉部 健康推進課
TEL 0182-33-9600

⑮福祉医療費制度（乳幼児
及び小中高生）

市民生活部 国保年金課
TEL 0182-35-2186

⑯地域子育て支援拠点事業

⑰ファミリー・サポート・
センター事業

⑱利用者支援事業
（子育て応援窓口）

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-32-2426

⑲すこやか子育て支援事業

⑳一時預かり事業

㉑保育支援事業
（延長保育・病児保育）

㉒子育てファミリー支援

事業

㉓子育て短期支援事業
（短期宿泊預かり）

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-35-2133 

㉔新生児聴覚検査

㉕定期予防接種事業

健康福祉部 健康推進課
TEL 0182-33-9600

①若年世帯住まい応援事業

②結婚新生活支援事業

③結婚支援センター入会
登録料助成

総務企画部 経営企画課
TEL 0182-35-2164

問い合わせ先 令和８度版
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妊娠・出産

④
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⑪
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⑳

㉒

結婚

㉓

㉔

㉕

小中学校

㉘
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㉜

㉝

㉞

㉟

その他の支援

㊱木造住宅耐震改修等事業
木造住宅の耐震診断の支援や

耐震改修・改築工事にかかる費用
の一部を助成します。

㊲雪国よこて安全安心住宅
普及促進事業
一定の要件を満たす住宅の改修

等を行うものについて工事費用の
一部を助成します。

㊳市営住宅の入居要件の緩和
小学校入学前の子どもがいる

世帯や、障害者世帯等の市営住宅
の入居要件を緩和します。

㊴よこて農業創生大学校
農業技術研修
就農を目指し、市の園芸

振興拠点センター等で研修
を受ける方に、研修に係る
経費の一部を助成します。

㊱

㊲

㊳

㊴

㊱㊲㊳
建設部 建築住宅課
TEL 0182-35-2224

㊴
農林部 食農推進課
TEL 0182-35-2267

①

④不妊治療費助成事業
⑤妊産婦健康診査
⑥妊婦歯科健康診査
⑦妊婦のための支援給付金
事業

⑧マタニティクラス
⑨赤ちゃんのお風呂の
入れ方体験講座

健康福祉部 健康推進課
TEL 0182-33-9600

⑩プレママデー

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-32-2426

⑪出産祝金支給事業

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-35-2133

⑫こども家庭センター

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-23-5344

⑬産前・産後ファミリー
応援事業

健康福祉部 子育て支援課
TEL 0182-35-2133

⑬

⑦


